
学級編制の仕組みと運用について(義務)

＜小・中学校＞

小学校 中学校
同学年の児童で編制する学級 ３５人(１年生） ４０人

４０人(２～６年生）

複式学級（２個学年） １６人 ８人
（１年生を含む場合８人）

特別支援学級 ８人 ８人

＜特別支援学校（小・中学部）＞
６人 （重複障害 ３人）

○学級編制の標準

原則として、学級は同学年の児童生徒で編制するもの。ただし、児童生徒数が著しく少ないか、

その他特別の事情がある場合においては、数学年の児童生徒を１学級に編制することができる。
学級編制の標準は、１学級あたりの人数の上限を示したもの。

したがって、各学年ごとの児童生徒数を標準の人数で除して得た数（１未満の端数切り上げ）が
当該学年の学級数になる。

（例）３５人の学年 → １学級 〔３５人〕

６５人の学年 → ２学級 〔３２人、３３人〕
１２２人の学年 → ４学級 〔３０人、３０人、３１人、３１人〕

○学級編制の考え方

《参考》
○小学校設置基準（文部科学省令）
（一学級の児童数）

第四条 一学級の児童数は、法令に特別の定

めがある場合を除き、四十人以下とする。ただ
し、特別の事情があり、かつ、教育上支障がな
い場合は、この限りでない。

（学級の編制）
第五条 小学校の学級は、同学年の児童で編

制するものとする。ただし、特別の事情がある
ときは、数学年の児童を一学級に編制すること
ができる。

学級編制は、通常、年度始めの都道府県が定める基準日における児童生徒数に基づいて行わ
れるが、個別の学校ごとの実情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の
教職員定数等の範囲内で学級編制の弾力的な運用が可能。

（例）
①中学校２年時に生徒数が８１人で３学級としていたところ、進級時に１人が転出してしまうため２学級となるところを、
教育的配慮から３学級を維持する場合

②小学校５年時に児童数が８０人で２学級としていたところ、進級時に１人が転入してきたことにより３学級となるところ
を、卒業を控えていることへの教育的配慮から２学級のまま据え置き、教員１人を少人数指導等に活用する場合

③小学校第１学年の児童数が３６人～４０人の学校において、その学校の児童の状態に応じた教育的配慮から学級
を分割しないで、ティーム・ティーチングなど他の指導体制の充実により対応する場合

○個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用

１．児童生徒の実態等を考慮して、全県一律に国の標準（４０人、小１は３５人）を下回る一般的な
学級編制基準を設定することが可能。

２．加配定数の活用が可能。

○学級編制の弾力化

この結果、平成２３年度においては、４７都道府県において、小学校の低学年を中心に
国の基準を下回る少人数学級が実施されている。
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